
４
月
14
日
の
議
会
運
営
委
員
会
に
て

議
長
提
案
「
品
川
区
議
会
地
震
等
災
害

対
策
本
部
設
置
要
綱
（
以
下
、
本
部
要

綱
）
」
の
質
疑
が
途
中
で
打
ち
切
ら
れ
、

採
決
の
結
果
、
共
産
党
は
反
対
、
自
民
、

公
明
、
民
主
・
改
革
ネ
ッ
ト
、
み
ん
な
・

無
所
属
の
賛
成
多
数
を
も
っ
て
、
同
日

本
部
要
綱
が
「
平
成
26
年
４
月
14
日
議

長
制
定
」
と
し
て
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
本
部
要
綱
は
、
品
川
区
議
会
地

震
等
災
害
対
策
本
部
の
設
置
に
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い

ま
す
が
、
共
産
党
が
本
部
要
綱
の
目
的

を
質
問
す
る
と
、
提
案
者
で
あ
る
議
長

は
「
災
害
時
、
議
員
が
個
々
で
区
対
策

本
部
と
対
応
す
べ
き
で
は
な
い
。
議
会

は
議
会
の
意
見
を
集
約
し
、
議
会
と
し

て
対
応
す
る
」
と
説
明
し
ま
し
た
。

住
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
が
最
も

危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
災
害
時
に
お
い
て
、

本
部
要
綱
を
も
っ
て
議
員
活
動
を
縛
り

議
長
に
そ
の
活
動
を
委
ね
る
こ
と
は
、

有
権
者
か
ら
直
接
選
出
さ
れ
た
議
員
の

行
動
、
権
限
を
制
約
し
、
住
民
へ
の
必

要
な
対
応
の
障
害
を
つ
く
る
も
の
に
他

な
り
ま
せ
ん
。
く
わ
え
て
議
会
や
議
員

の
権
能
を
奪
う
議
長
制
定
は
、
地
方
自

治
法
１
０
４
条
「
議
長
の
議
事
整
理
権
・

議
会
代
表
権
」
を
超
え
る
行
為
で
あ
り

断
じ
て
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

よ
っ
て
日
本
共
産
党
品
川
区
議
団
は
、

議
長
に
対
し
本
部
要
綱
の
早
急
な
撤
回

を
求
め
る
と
と
も
に
、
災
害
時
に
お
け

る
区
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
を
守
る

た
め
に
議
会
の
使
命
、
議
員
の
職
責
と

い
う
本
来
の
役
割
を
最
大
限
に
発
揮
さ

せ
る
も
の
に
改
め
る
こ
と
を
提
案
し
ま

す
。

災
害
時
の
全
て
の
対
応
を

議
長
に
全
権
委
任

最
大
の
問
題
は
、
非
民
主
的
な
本
部

体
制
の
も
と
、
災
害
時
に
お
け
る
区
と

議
会
お
よ
び
議
員
と
の
情
報
共
有
や
対

応
、
区
対
策
本
部
な
ど
関
係
各
所
へ
の

要
請
な
ど
必
要
な
活
動
を
縛
り
、
そ
の

全
て
を
本
部
長
と
す
る
議
長
の
判
断
で

行
う
議
長
へ
の
全
権
委
任
で
す
。
（
裏

面
、
別
表
参
照
）

本
部
（
第
３
条
）
で
は
「
本
部
長
、

副
本
部
長
お
よ
び
本
部
員
を
も
っ
て
構

成
」
と
し
、
議
長
を
本
部
長
、
副
議
長

を
副
本
部
長
に
、
議
会
運
営
委
員
会
の

正
副
委
員
長
を
本
部
員
に
指
名
。
本
部

長
と
す
る
議
長
の
役
割
を
「
本
部
の
事

務
を
統
括
」
「
本
部
員
を
指
揮
監
督
」

と
し
、
副
本
部
長
と
本
部
員
の
役
割
を
、

そ
れ
ぞ
れ
「
本
部
長
を
補
佐
」
「
本
部

長
及
び
副
本
部
長
を
補
佐
」
と
し
ま
し

た
。こ

れ
は
本
部
の
構
成
を
議
会
役
職
の

み
を
充
て
る
こ
と
で
、
議
会
の
重
要
な

構
成
要
素
で
あ
る
会
派
及
び
役
職
に
あ

た
ら
な
い
議
員
を
本
部
構
成
か
ら
排
除

し
、
事
実
上
区
議
会
大
会
派
の
み
で
独

占
す
る
と
い
う
極
め
て
非
民
主
的
な
体

制
で
す
。

本
部
構
成
に
各
会
派
代
表
の
参
加
を

認
め
ず
、
協
議
を
行
う
本
部
会
議
の
設

定
も
な
い
ま
ま
に
、
本
部
長
以
外
の
構

成
員
を
本
部
長
ま
た
は
副
本
部
長
の

「
補
佐
」
と
す
る
こ
と
で
、
本
部
の
意

思
決
定
を
本
部
長
で
あ
る
議
長
に
集
中

さ
せ
る
体
制
で
す
。

そ
の
上
、
本
部
の
任
務
（
第
４
条
）

を
「
区
対
策
本
部
か
ら
災
害
情
報
の
報

告
を
受
け
、
議
員
に
情
報
提
供
を
行
う

こ
と
」
「
議
員
か
ら
の
災
害
情
報
を
収

集
、
整
理
し
、
区
対
策
本
部
に
情
報
提

供
を
行
う
こ
と
」
に
、
議
員
の
対
応

（
第
５
条
）
を
「
本
部
か
ら
の
情
報
提

供
を
受
け
、
地
域
の
災
害
復
旧
活
動
に

資
す
る
こ
と
」
「
被
災
地
お
よ
び
避
難

所
等
で
情
報
収
集
を
行
い
、
必
要
に
応

じ
て
本
部
に
報
告
す
る
こ
と
」
に
、
品

川
区
災
害
対
策
本
部
と
議
会
の
関
係

（
第
７
条
）
を
「
本
部
長
は
前
条
の
情

報
を
整
理
し
、
区
対
策
本
部
へ
提
供
す

る
と
と
も
に
、
情
報
提
供
を
受
け
、
必

要
に
応
じ
て
議
員
に
提
供
す
る
」
「
本

部
長
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
区
対
策
本

部
に
要
請
を
行
う
」
と
し
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
災
害
時
の
議
会
及
び

議
員
の

活
動
を

議
長
を

中
心
と

し
た
本

部
に
集

中
さ
せ
、

災
害
時

に
欠
か

せ
な
い

区
対
策

本
部
か

ら
議
会

と
議
員

へ
の
情

報
提
供

や
議
会
と
議
員
か
ら
区
対
策
本

部
や
関
係
各
所
へ
の
災
害
情
報

の
伝
達
や
要
請
な
ど
、
そ
の
や

り
取
り
全
て
を
本
部
長
と
す
る

議
長
の
「
必
要
に
応
じ
て
」
と

の
判
断
の
元
で
行
う
と
す
る
も

の
で
、
本
部
が
設
置
さ
れ
て
い

る
間
、
議
会
や
議
員
の
全
て
の

活
動
を
縛
り
、
活
動
の
判
断
を

議
長
に
委
ね
る
全
権
委
任
に
他

な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
は
本
部
長
が
「
必

要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、

別
に
本
部
員
を
指
名
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
「
必
要
が
あ
る
と

判
断
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か

に
全
員
協
議
会
等
を
開
催
す
る
」

の
規
定
が
あ
っ
て
も
最
終
決
定

を
本
部
長
で
あ
る
議
長
と
す
る

規
定
へ
の
歯
止
め
に
は
な
り
ま

せ
ん
。

ま
た
本
部
要
綱
に
は
、
こ
の

本
部
開
設
の
設
置
期
間
を
定
め

る
規
定
が
な
い
こ
と
や
、
品
川

区
議
会
「
申
し
合
わ
せ
確
認
事

項
」
で
全
員
協
議
会
を
招
集
す

る
の
は
「
議
長
」
で
す
が
、
本

部
要
綱
で
は
「
本
部
長
」
と
あ

る
点
も
、
区
議
会
の
上
に
本
部
要
綱
を

置
く
も
の
で
す
。

こ
の
体
制
は
、
住
民
避
難
や
救
命
・

救
助
、
初
期
消
火
、
避
難
生
活
、
仮
設

住
宅
の
設
置
及
び
区
民
の
生
活
と
生
業

の
再
生
に
向
け
た
復
旧
・
復
興
な
ど
発

災
直
後
や1

週
間
及
び
長
期
に
わ
た
る

様
々
な
場
面
で
、
区
民
や
区
対
策
本
部

か
ら
の
要
望
や
情
報
を
本
部
長
と
す
る

議
長
に
集
約
し
そ
の
都
度
判
断
を
求
め

る
こ
と
は
、
急
を
要
す
る
事
態
や
多
岐

に
わ
た
る
内
容
を
考
え
れ
ば
、
肝
心
の

災
害
時
の
活
動
が
制
約
さ
れ
障
害
と
な

る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

災
害
時
に
お
け
る
品
川
区
議
会
及
び
区
議
会

議
員
の
活
動
を
縛
り
、
区
議
会
議
長
（
本
部
長
）

に
全
権
委
任
す
る
「
品
川
区
議
会
地
震
等
災
害

対
策
本
部
設
置
要
綱
」
の
撤
回
を
求
め
る
声
明

２
０
１
４
年
７
月
25
日

日
本
共
産
党
品
川
区
議
団

日
本
共
産
党
品
川
区
議
団
は
７
月
25
日
、
以
下
の
「
声

明
」
を
発
表
し
、
区
議
会
議
長
な
ら
び
に
区
議
会
各
会
派

（
無
所
属
議
員
含
む
）
に
届
け
ま
し
た
。
議
会
制
民
主
主

義
の
重
大
な
問
題
と
考
え
、
区
民
の
み
な
さ
ん
に
広
く
明

ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。
ぜ
ひ
、
ご
一
読
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
ご
意
見
を
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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災
害
か
ら
住
民
の
命
を
守

る
議
会
の
使
命
、
議
員
の

職
責
と
は

議
会
の
使
命
、
議
員
の
職
責
と
は
、

「
議
会
が
持
つ
二
つ
の
使
命
、
す
な
わ

ち
具
体
的
な
政
策
の
最
終
決
定
と
行
財

政
運
営
の
批
判
と
監
視
を
、
完
全
に
達

成
で
き
る
よ
う
議
会
の
一
員
と
し
て
懸

命
に
努
力
す
る
こ
と
が
議
員
の
職
責
」

（
議
員
必
携
13
頁
全
国
町
村
議
会
議
長

会
編
）
の
通
り
で
あ
り
、
災
害
時
に
は

住
民
の
生
命
、
財
産
を
守
る
た
め
に
全

力
を
つ
く
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。

ま
た
災
害
時
の
議
会
対
応
と
は
、
情

報
共
有
を
徹
底
す
る
中
で
区
や
住
民
と

と
も
に
救
命
・
救
助
や
初
期
消
火
な
ど

の
緊
急
対
応
に
力
を
注
ぐ
と
と
も
に
、

避
難
生
活
や
復
旧
・
復
興
な
ど
必
要
な

事
項
に
、
議
会
や
議
員
が
品
川
区
と
と

も
に
「
住
民
福
祉
の
向
上
」
と
い
う
共

通
の
大
目
標
に
向
か
っ
て
全
力
を
挙
げ

る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
被
害
状
況
を
ふ
ま
え
、
各
会

派
代
表
と
協
議
の
上
に
適
切
な
時
期
に

議
会
を
開
催
し
必
要
な
対
応
を
行
う
こ

と
が
議
会
と
議
員
の
役
割
で
す
。

こ
う
し
た
議
会
の
使
命
と
議
員
の
職

責
を
縛
り
本
部
長
と
す
る
議
長
に
全
権

委
任
し
、
区
対
策
本
部
へ
の
要
請
や
区

対
策
本
部
か
ら
の
情
報
提
供
を
本
部
長

と
す
る
議
長
の
判
断
で
行
う
こ
と
は
、

区
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
を
危
険
に

さ
ら
す
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

他
の
地
方
議
会
を
見
る
と
、
北
区
議

会
災
害
対
策
要
綱
で
は
「
議
会
連
絡
会

議
」
と
し
、
そ
の
構
成
に
「
各
会
派
幹

事
長
」
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
千
代

田
区
議
会
災
害
対
策
支
援
本
部
設
置
規

定
で
は
「
議
会
災
害
対
策
支
援
本
部
」

と
し
、
そ
の
構
成
に
「
本
部
役
員
は
、

各
会
派
代
表
を
も
っ
て
充
て
る
」
「
本

部
員
は
、(

中
略)

全
て
の
議
員
を
も
っ

て
充
て
る
」
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

文
京
区
議
会
地
震
等
災
害
対
策
本
部
設

置
要
綱
で
は
、
本
部
員
の
構
成
を
災
害

時
の
期
間
に
応
じ
て
定
め
、
そ
の
初
動

期
、
中
期
、
後
期
の
全
て
に
「
各
会
派

幹
事
長
」
を
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
荒

川
区
議
会
災
害
対
策
本
部
規
定
で
は

「
本
部
員
は
、
本
部
長
及
び
副
本
部
長

を
除
く
議
員
」
と
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。

品
川
区
議
会
の
よ
う
に
、
構
成
に
各

会
派
の
代
表
や
全
議
員
の
参
加
を
認
め

ず
、
議
長
に
権
限
を
集
中
さ
せ
る
体
制

は
、
極
め
て
特
異
な
も
の
で
す
。

議
会
、
議
員
の
権
能
を
縛
る

議
長
制
定
は
認
め
ら
れ
な
い

地
方
自
治
法
１
０
４
条
は
「
議
会
の

議
長
は
、
議
場
の
秩
序
を
保
持
し
、
議

事
を
整
理
し
、
議
会
の
事
務
を
統
理
し
、

議
会
を
代
表
す
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、

議
長
の
権
限
と
は
議
場
の
秩
序
、
議
事

の
整
理
、
議
会
の
事
務
に
限
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
災
害
時
に
お
け
る
議
会
や
議

員
の
活
動
を
、
議
長
制
定
で
縛
る
こ
と

は
、
議
長
の
権
限
を
越
え
る
も
の
で
、

発
表
を
も
っ
て
も
な
ん
ら
拘
束
力
は
あ

り
ま
せ
ん
。

こ
の
本
部
要
綱
は
、
こ
れ
ま
で
「
長

に
は
執
行
権
を
、
議
会
に
は
議
決
権
を

与
え
、
相
互
に
そ
の
権
限
を
均
衡
さ
せ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
独
断
専
行
を
抑
制
し
て
、

適
正
で
効
率
的
な
行
財
政
の
運
営
の
確

保
を
目
指
す
（
議
員
必
携
５
頁
全
国
町

村
議
会
議
長
会
編
）
」
と
し
て
き
た
議

会
制
民
主
主
義
の
根
幹
を
崩
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
議
会
は
、
住
民
か
ら
直

接
選
ば
れ
た
一
定
数
の
議
員
で
構
成
さ

れ
る
合
議
体
で
あ
り
、
そ
の
意
思
は
、

会
議
に
お
け
る
議
決
の
形
で
表
さ
れ
る
。

（
議
員
必
携
17
頁
全
国
町
村
議
会
議
長

会
編
）
」
の
通
り
議
決
を
超
え
る
議
会

の
意
思
決
定
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

ま
た
、
「
議
員
と
は
、
住
民
の
直
接

選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
住
民
全
体
の

代
表
者
と
し
て
議
会
を
構
成
し
、
議
会

活
動
を
通
じ
て
住
民
の
個
別
意
思
を
総

合
し
て
町
や
村
と
し
て
の
意
思
を
形
成

す
る
任
務
を
有
す
る
。
（
議
員
必
携
17

頁
全
国
町
村
議
会
議
長
会
編
）
」
の
通

り
品
川
区
の
意
思
を
形
成
す
る
任
務
が

議
員
に
あ
り
ま
す
。

日
本
共
産
党
区
議
団
の
提
案

共
産
党
は
議
会
運
営
委
員
会
に
お
い

て
最
低
限
の
改
善
提
案
と
し
て
①
全
議

員
を
本
部
員
と
す
る
こ
と
②
各
会
派
の

代
表
を
本
部
役
員
と
す
る
こ
と
③
議
事

録
作
成
の
明
記
な
ど
を
提
案
し
ま
し
た

が
、
こ
と
ご
と
く
拒
ま
れ
ま
し
た
。
体

制
と
あ
わ
せ
議
事
録
の
作
成
も
拒
む
と

は
、
救
援
活
動
だ
け
で
な
く
そ
の
後
の

検
証
に
も
弊
害
を
つ
く
る
も
の
で
す
。

震
災
時
に
お
け
る
議
会
対
応
を
検
討

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
目
的
に
品

川
区
議
会
が
、
区
民
の
生
命
、
身
体
、

財
産
を
守
り
、
地
方
自
治
を
発
展
さ
せ

る
使
命
が
あ
る
こ
と
を
明
記
し
、
そ
の

た
め
に
必
要
な
議
員
の
職
責
を
最
大
限

発
揮
さ
せ
る
体
制
づ
く
り
を
議
会
の
総

意
で
つ
く
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

日
本
国
憲
法
の
中
に
地
方
自
治
が
設

け
ら
れ
た
こ
と
は
、
住
民
の
意
思
を
反

映
す
る
地
方
自
治
の
確
保
を
憲
法
に
お

い
て
保
障
す
る
も
の
で
す
。
住
民
の
命

が
最
も
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
災
害
時
に

は
、
憲
法
が
掲
げ
る
地
方
自
治
を
は
じ

め
生
存
権
の
保
障
や
幸
福
追
求
権
な
ど

そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

ま
す
。

そ
れ
に
は
何
よ
り
も
、
議
会
と
議
員

に
よ
る
日
常
的
な
活
動
の
活
性
化
が
欠

か
せ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
住
民
福
祉
の
向
上
を
本
旨
と
す

る
地
方
自
治
体
の
発
展
に
、
日
常
的
に

取
り
組
む
な
か
で
こ
そ
、
災
害
時
の
対

応
に
お
い
て
も
そ
の
力
を
発
揮
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

日
本
共
産
党
品
川
区
議
団
は
、
以
上

の
立
場
に
立
ち
本
部
要
綱
の
撤
回
を
求

め
る
と
と
も
に
災
害
時
に
議
員
が
住
民

の
生
命
、
身
体
、
財
産
を
守
る
た
め
に
、

そ
の
職
責
を
い
か
ん
な
く
発
揮
で
き
る

よ
う
全
会
派
、
全
議
員
の
総
意
の
も
と

に
決
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
案
す

る
も
の
で
す
。

別

表

品
川
区
議
会
地
震
等
災
害
対
策
本

部
設
置
要
綱

（
平
成
26
年
４
月
14
日
議
長
制
定
）

（
趣
旨
）

第
１
条

こ
の
要
綱
は
、
品
川
区

議
会
地
震
等
災
害
対
策
本
部
（
以

下
「
本
部
」
と
い
う
。
）
の
設
置

に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る

も
の
と
す
る
。

（
設
置
）

第
２
条

品
川
区
議
会
議
長
（
以

下
「
議
長
」
と
い
う
。
）
は
、
品

川
区
災
害
対
策
本
部
（
以
下
「
区

対
策
本
部
」
と
い
う
。
）
が
設
置

さ
れ
た
と
き
、
ま
た
は
、
水
害
そ

の
他
の
災
害
に
よ
り
必
要
と
認
め

る
と
き
は
、
品
川
区
議
会
内
に
本

部
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
震
度
５
強
以
上
の
地
震

が
発
生
し
た
と
き
は
、
本
部
を
設

置
す
る
も
の
と
す
る
。

（
本
部
）

第
３
条

本
部
は
、
本
部
長
、
副

本
部
長
お
よ
び
本
部
員
を
も
っ
て

構
成
す
る
。

２

本
部
長
は
、
議
長
を
も
っ
て

充
て
、
本
部
の
事
務
を
総
括
し
、

本
部
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

３

副
本
部
長
は
、
副
議
長
を
も
っ

て
充
て
、
本
部
長
を
補
佐
す
る
と

と
も
に
、
本
部
の
事
務
に
従
事
す

る
。

４

本
部
員
は
、
議
会
運
営
委
員

会
の
正
副
委
員
長
を
も
っ
て
充
て
、

本
部
長
お
よ
び
副
本
部
長
を
補
佐

す
る
と
と
も
に
、
本
部
の
事
務
に

従
事
す
る
。

５

本
部
長
は
、
前
項
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
別
に
本
部
員
を
指

名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

本
部
長
が
事
故
等
に
よ
り
不

在
の
と
き
の
職
務
代
理
は
、
別
表

の
と
お
り
と
す
る
。

（
本
部
の
任
務
）

第
４
条

本
部
は
、
次
に
掲
げ
る

事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

⑴

議
員
の
安
否
確
認
を
行
う

こ
と
。

⑴

区
対
策
本
部
か
ら
災
害
情

報
の
報
告
を
受
け
、
議
員
に
情
報

提
供
を
行
う
こ
と
。

⑴

議
員
か
ら
災
害
情
報
を
収

集
、
整
理
し
、
区
対
策
本
部
に
情

報
提
供
を
行
う
こ
と
。

⑴

被
災
地
お
よ
び
避
難
所
等

の
調
査
を
行
う
こ
と
。

⑴

そ
の
他
本
部
が
必
要
と
認

め
る
事
務

（
議
員
の
対
応
）

第
５
条

議
員
の
対
応
は
、
次
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

⑴

自
ら
の
安
否
お
よ
び
居
所

ま
た
は
連
絡
場
所
を
本
部
に
報
告

し
、
連
絡
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

⑴

本
部
か
ら
情
報
提
供
を
受

け
、
地
域
の
災
害
復
旧
活
動
に
資

す
る
こ
と
。

⑴

被
災
地
お
よ
び
避
難
所
等

で
情
報
収
集
を
行
い
、
必
要
に
応

じ
て
本
部
に
報
告
す
る
こ
と
。

⑴

被
災
地
に
お
け
る
救
援
活

動
に
協
力
す
る
こ
と
。

⑴

被
災
者
に
対
す
る
相
談
ま

た
は
助
言
を
行
う
こ
と
。

（
区
議
会
事
務
局
の
対
応
）

第
６
条

区
議
会
事
務
局
の
対
応

は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

⑴

事
務
局
長
は
、
区
対
策
本

部
の
会
議
等
に
出
席
し
、
情
報
収

集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
本
部
に

情
報
提
供
す
る
こ
と
。

⑴

事
務
局
職
員
は
、
本
部
の

事
務
に
従
事
す
る
こ
と
。

（
区
対
策
本
部
と
の
関
係
）

第
７
条

本
部
長
は
、
前
条
の
情

報
を
整
理
し
、
区
対
策
本
部
へ
提

供
す
る
と
と
も
に
、
情
報
提
供
を

受
け
必
要
に
応
じ
て
議
員
に
提
供

す
る
。

２

本
部
長
は
、
必
要
に
応
じ
て
、

区
対
策
本
部
に
要
請
を
行
う
。

（
全
員
協
議
会
等
の
開
催
）

第
８
条

本
部
長
は
、
必
要
が
あ

る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
速
や
か

に
全
員
協
議
会
等
を
開
催
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
９
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
本
部

長
が
別
に
定
め
る
。

（
付
則
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
２
６
年
４

月
14
日
か
ら
施
行
す
る
。


